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市第 126 号議案 

   災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正 

 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

   平成31年２月８日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年８月横浜市条例第53

号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「次号」を「この項」に、「規則で定める

数」を「５」に改め、同項中第３号を第５号とし、同項第２号中「

による救助」の次に「（以下「救助」という。）」を加え、同号を

同項第３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(4) 救助が行われた市町村をその区域に含む都道府県が２以上あ

る災害 

第３条第１項第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 被害が生じた市町村をその区域に含む都道府県の区域内にお

いて生じた災害で、住居の滅失した世帯の数が５以上の市町村

が３以上存在するもの 

第４条第１項中「各号の一」を「いずれか」に改め、「該当する

者」の次に「（第６号に掲げる者にあっては、死亡した者の死亡当

時に第１号から第５号までに掲げる者がいずれも存しない場合に限

る。）」を加え、同条第２項中「災害により」を削り、「一にして

いた者」の次に「（兄弟姉妹にあっては、死亡した者とその死亡当
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時に同居していた者を含む。）」を加える。 

第９条第１項中「災害救助法による」及び「の各号」を削る。 

第10条第２項中「又は半年賦償還」を「、半年賦償還又は月賦償

還」に改め、同条第３項中「年賦償還又は半年賦償還」を「償還」

に改め、同条第４項中「災害援護資金は」の次に「、保証人を立て

る場合は無利子と、保証人を立てない場合は」を加え、「とし」を

「と」に、「年３パーセント」を「年１パーセント」に改める。 

 第11条を次のように改める。 

第11条 削除 

 第13条中「年 10.75 パーセント」を「年５パーセント」に改める

。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、第４条

第１項及び第２項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例（以

下「新条例」という。）第４条第１項及び第２項の規定は、前項

ただし書に規定する日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給

について適用し、同日前に生じた災害に係る災害弔慰金の支給に

ついては、なお従前の例による。 

３ 新条例第10条第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付け

について適用し、施行日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸
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付けについては、なお従前の例による。 

４ この条例による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例第11

条の規定は、施行日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付け

については、なおその効力を有する。 

 

   提 案 理 由 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資

金の貸付利率を引き下げる等のため、災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正したいので提案する。
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 参  考  

災 害 弔 慰 金 の 支 給 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 災 害 弔 慰 金 の 支 給 ） 

第 ３ 条  横 浜 市 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 災 害 （ 以 下 こ の 章 及 び 

次 章 に お い て 単 に 「 災 害 」 と い う 。） に よ り 死 亡 し た 者 で 、 災 害

に よ り 被 害 を 受 け た 当 時 横 浜 市 内 に 住 所 を 有 し た も の の 遺 族 に 対

し 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 災 害 弔 慰 金 の 支 給 を 行 う 。 

                 こ の 項           
(1)  一 の 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下    に お い て 同 じ 。） の 
                 次 号            

                       ５       
 区 域 内 に お い て 生 じ た 住 居 の 滅 失 し た 世 帯 の 数 が        
                       規 則 で 定 め る 

                              
  以 上 の 災 害                        
 数                             

(2)  被 害 が 生 じ た 市 町 村 を そ の 区 域 に 含 む 都 道 府 県 の 区 域 内 に お 
                              

い て 生 じ た 災 害 で 、 住 居 の 滅 失 し た 世 帯 の 数 が ５ 以 上 の 市 町 村 
                            

が ３ 以 上 存 在 す る も の                    
                            

(3)                              
  被 害 が 生 じ た 市 町 村 を そ の 区 域 に 含 む 都 道 府 県 の 区 域 内 に お 
(2)                              

 い て 生 じ た 災 害 で 、 災 害 救 助 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 118 号 ） に よ 

   （ 以 下 「 救 助 」 と い う 。）               
る 救 助             が 行 わ れ た も の        

                              

(4)  救 助 が 行 わ れ た 市 町 村 を そ の 区 域 に 含 む 都 道 府 県 が ２ 以 上 あ 
                              

 る 災 害                           
                              

(5)                              
  （ 本 文 省 略 ）                       
(3)                              

  （ 第 ２ 項 省 略 ）                

（ 遺 族 の 範 囲 等 ） 

                   い ず れ か        
第 ４ 条  前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 遺 族 は 、 次 の     に 該 当 す る 者 
                    各 号 の 一        

 （ 第 ６ 号 に 掲 げ る 者 に あ っ て は 、 死 亡 し た 者 の 死 亡 当 時 に 第 １ 号 
                              

か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 者 が い ず れ も 存 し な い 場 合 に 限 る 。）   
                            と 
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す る 。                            

  （ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

                              
２  災 害 弔 慰 金 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 遺 族 の 順 位 は 、     
                           災 害 に 

                           （ 兄 弟 
死 亡 し た 者 の 死 亡 当 時 そ の 者 と 生 計 を 一 に し て い た 者     

 よ り                             

 姉 妹 に あ っ て は 、 死 亡 し た 者 と そ の 死 亡 当 時 に 同 居 し て い た 者 を 
                               

 含 む 。）                           
     を 先 に し 、 同 一 生 計 に あ っ て は 、 前 項 に 掲 げ る 順 序 と す 
                               

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 順 位 の 父 母 に つ い て は 養 父 母 を 先 に し

、 実 父 母 を 後 に し 、 同 順 位 の 祖 父 母 に つ い て は 養 父 母 の 父 母 を 先

に し 、 実 父 母 の 父 母 を 後 に し 、 父 母 の 養 父 母 を 先 に し 、 実 父 母 を

後 に す る 。 

  （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け ） 

                              
第 ９ 条  横 浜 市 は 、 神 奈 川 県 の 区 域 内 に お い て         救 

                   災 害 救 助 法 に よ る   

                             
 助 の 行 わ れ る 災 害 に よ り 次    に 掲 げ る 被 害 を 受 け た 世 帯 （ 規 

の 各 号                

 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た こ れ に 属 す る 者 の 所 得 の 合 算 額 

 が 規 則 で 定 め る 額 以 上 の 世 帯 を 除 く 。） の 世 帯 主 で 、 被 害 を 受 け 

 た 当 時 横 浜 市 内 に 住 所 を 有 す る も の に 対 し 、 生 活 の 立 て 直 し に 資 

 す る た め 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け を 

 行 う 。 

   （ 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 償 還 期 間 等 ） 

第 10 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

、 半 年 賦 償 還 又 は 月 賦 償 還   
２  災 害 援 護 資 金 の 償 還 は 、 年 賦 償 還             の 

又 は 半 年 賦 償 還        

 方 法 に よ る も の と す る 。 

償 還             
３  前 項 の 規 定 に よ る 災 害 援 護 資 金 の            は 、 
                 年 賦 償 還 又 は 半 年 賦 償 還    
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 そ れ ぞ れ 元 利 均 等 償 還 の 方 法 に よ る こ と を 原 則 と す る 。 た だ し 、 

災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け を 受 け た 者 は 、 い つ で も 繰 上 償 還 を す る こ

と が で き る 。 

、 保 証 人 を 立 て る 場 合 は 無 利 子 と 、 保 証 人 を 立 
４  災 害 援 護 資 金 は                       
                               

 て な い 場 合 は           と              
       、 据 置 期 間 中 は 無 利 子   、 据 置 期 間 経 過 後 は そ の 
                 と し             

            年 １ パ ー セ ン ト             
 利 率 を 延 滞 の 場 合 を 除 き        と す る 。         
            年 ３ パ ー セ ン ト             

                               
 （ 保 証 人 ）                          

    削 除                          
第 11 条                             
    災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け を 受 け よ う と す る 者 は 、 保 証 人 を 立 

                               
 て な け れ ば な ら な い 。                     

                               
２  前 項 の 保 証 人 は 、 災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け を 受 け た 者 と 連 帯 し て 

                               
 債 務 を 負 担 す る も の と し 、 そ の 保 証 債 務 は 、 第 13 条 の 規 定 に よ る 

                               
違 約 金 を 包 含 す る も の と す る 。                 

 （ 違 約 金 ） 

第 13 条  市 長 は 、 災 害 援 護 資 金 の 貸 付 け を 受 け た 者 が 支 払 期 日 に 償

 還 金 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 一 時 償 還 す べ き 金 額 を 支 払 わ な か っ た 

               年 ５ パ ー セ ン ト          
 と き は 、 延 滞 元 利 金 額 に つ き 、         の 割 合 を も っ て 
               年 10.75 パ ー セ ン ト         

 、 支 払 期 日 の 翌 日 か ら 支 払 当 日 ま で の 日 数 に よ り 計 算 し た 違 約 金 

 を 徴 収 す る 。 た だ し 、 当 該 支 払 期 日 に 支 払 わ な い こ と に つ き 、 災 

 害 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り 

 で な い 。 
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